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第１章 総合戦略の概要 

１．総合戦略の趣旨と背景 

本市では、国や滋賀県の総合戦略を勘案した上で、「第２次野洲市総合計画」との整合を図りながら、

令和３年３月に「第２期野洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。取組にあたっては、

「第２次野洲市総合計画」の施策・取組方針の一部を「第２期野洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の施策として位置づけ、人口減少克服及び地方創生に向け、総合計画・総合戦略の両計画の取組を一体的

に推進してきました。 

この間、国においては、デジタル技術の活用によって、地域の個性を生かしながら地方の社会課題解決

や魅力向上の取組を加速化・深化し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」をめざして、令

和４年 12月に第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を抜本的に改訂し、新たに「デジタル田園都

市国家構想総合戦略」が策定されました。 

さらに、令和６年 10 月に設置された「新しい地方経済・生活環境創生本部」は、これまでの 10年間に

渡る人口減少問題等、地方創生への取組に係る反省点を踏まえ、令和７年に「地方創生 2.0 基本構想」

（令和７年６月 13日閣議決定）、「「地方創生に関する総合戦略～これまでの地方創生の取組のフォローア

ップと推進戦略～」（令和７年 12 月 23 日閣議決定）が策定されました。 

本市では、「第２期野洲市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の期間終了に伴い、国の構想や総合戦略

及び滋賀県の地方版総合戦略を勘案し、人口減少問題等への効果的な取組を推進するために「「第３期野洲

市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定します。 

２．総合戦略の位置づけ 

総合計画は、市の総合的かつ計画的な行政運営の指針を示し、長期的なまちづくりの展望を市民と共有

する最上位計画です。一方、総合戦略は、人口減少克服と地方創生を目的としているため、その範囲は限

定されます。 

このため、総合戦略は、第２次野洲市総合計画を踏まえた上で、地方創生 2.0 基本構想及び地方創生に

関する総合戦略に資する特定の施策に特化した戦略として位置づけ、総合計画における各政策を分野横

断的に取り組むことで、総合戦略の基本目標の達成を目指します。 

３．総合戦略の期間 

計画期間は令和８年度から令和 12年度までの５年間とします。 
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４．基本目標 

国の構想のほか、国及び県の総合戦略の内容を踏まえ、地方創生の実現に向けた基本目標を次のとおり

設定します。 

 

基本目標１ 強い地方経済つくる 

 

基本目標２ 豊かな生活環境をつくる 

 

基本目標３ 魅力が感じられるまちをつくる 
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第２章 総合戦略における取組 

基本目標１ 強い地方経済をつくる 

人口減少や労働力不足が進む中でも地域経済を持続させるため、地域資源の高付加価値化や新産業の

創出等により「稼ぐ力」を高めるとともに、人材育成と生産性向上を進め、国内外の需要を取り込みなが

ら、賃金と雇用の好循環が生まれる自立的で成長力のある地方経済をつくります。 

 

 

 

京阪神方面、中京方面双方との近接性や交通インフラの整備状況等から、産業立地に大きな可能性を有

したまちという特性を生かし、事業者が操業しやすい環境整備を支援します。また、地域を支える商店等

の小規模事業者の経営安定や発展に向けた支援を行い、商業の振興を図ります。 

 農林水産業の経営基盤の強化や後継者の確保支援、農産物等のブランド力の向上に取り組み、農業経営

の持続化と安定化を図ります。 

 

総合計画（基本計画）での位置付け 

施策 取組方針 

3-1 ① 産業用地の確保と事業所の立地促進 

3-1 ② 地域商業の基盤強化の支援 

3-2 ② 農産物等のブランド力向上 

 

 

 

創業を希望する人への支援を充実し、地域発の産業の拡充と雇用の創出を進めます。併せて、勤労者福

祉の充実等、企業とも連携し、誰もが安心して働ける環境づくりに取り組みます。 

 

総合計画（基本計画）での位置付け 

施策 取組方針 

3-1 ③ 創業支援の強化と雇用の創出 

 

 

 

コミュニティセンター等の活動拠点の機能強化や、市民活動団体や自治会への支援の充実により、市民

活動や自治会活動の活性化を図り、多様な人々が主体的に地域づくり・まちづくりに参加できる環境を整

備します。 

 

目標１-３ 多様な人々の活躍によるまちづくりの推進 

目標１-１ まちの特性に応じた、生産性が高く、稼ぐまちの実現 

目標１-２ 安心して働ける環境の実現 
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総合計画（基本計画）での位置付け 

施策 取組方針 

5-1 ① 市民活動の継続的な支援 

5-1 ② 持続可能な自治会活動への支援 

5-2 ① 多様な手段を用いた広報・広聴活動の充実 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標名 基準値（R6） 目標値（R12） 

先端設備導入計画認定事業者数 16 者 24 者 

創業者数（創業塾受講者） 11 人 20 人 

認定農業者の法人化数 23 法人 25 法人 

コミュニティセンター利用件数（延数） 9,028 件 13,800 件 
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基本目標２ 豊かな生活環境をつくる 

人口減少や高齢化が進む中においても、地域で安心して暮らし続けられるよう、医療・介護・福祉、子

育て、教育、交通、買物など日常生活に不可欠なサービスの持続性を確保するとともに、インフラの計画

的な維持管理やデジタル技術の活用により生活の利便性と質を高め、世代や立場を問わず暮らしへの満

足感と安心感を実感できる生活環境をつくります。 

 

 

 

保育施設の整備や保育人材の確保等により、子育てと仕事を両立できる環境整備を行うとともに、地域

における子育て支援の充実を図り、安心して楽しく子育てができる環境を整備します。 

また、地域や関係機関との連携のもと、子育てに関する様々な困り事や不安に対する相談支援体制の充

実を図ります。 

 

総合計画（基本計画）での位置付け 

施策 取組方針 

1-1 ① 子育て家庭への支援の充実 

1-1 ② 安心して子育てできる環境の整備 

 

 

 

医療・商業等の都市機能や居住空間がまとまって立地し、拠点間及び居住地を公共交通で結ぶ「多極ネ

ットワーク型コンパクトシティ」の構築を図るとともに、地域の防災・減災機能や交通安全対策を強化

し、誰もが安全で快適な暮らしを実現することができる環境を整備します。 

 子どもから大人まで誰もが生涯学習や生涯スポーツ・文化芸術活動に親しみ、楽しめるまちづくりを推

進し、様々な世代の市民が心身ともに健康に生活ができる活力あるまちづくりを推進します。個人による

健康づくりや生きがいづくりの支援のほか、医療・介護提供体制の整備や地域で多様な主体が支え合える

環境づくりを推進し、あらゆる世代の市民が心身ともに健やかに生活できる環境づくりを推進します。 

 

総合計画（基本計画）での位置付け 

施策 取組方針 

1-4 ① 生涯学習・生涯スポーツの機会の提供 

1-4 ③ 文化芸術の振興 

1-4 ④ 学びを支える資料や情報の提供・読書の振興 

4-4 ② 総合的な防災体制・災害時応急体制の確立 

4-6 ① 公共交通の利便性の向上 

 

 

目標２-１ 子育てしやすい環境の整備 

目標２-２ 活力を生み、安心な生活を実現する環境の確保 
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多様な主体の連携のもと、低炭素社会・循環型社会の形成を進めるとともに、環境保全と経済発展が両

立し、様々な地域課題の解決につながる持続可能な地域づくりを進めます。 

 

総合計画（基本計画）での位置付け 

施策 取組方針 

3-2 ③ 農地、森林、水環境の良好な保全 

4-2 ① 自然環境の保全並びに低炭素社会の形成 

4-3 ② 循環型社会の形成 

 

【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標名 基準値（R6） 目標値（R12） 

待機児童数（学童保育所） 0 人 0 人 

主要スポーツ施設の利用者数 260,539 人 266,000 人 

図書館の利用者数 8,306 人 9,600 人 

特定健診受診率 44.0％ 50.0％ 

防火水槽設置数 391 基 400 基 

コミュニティバス利用者数 66,252 人 67,000 人 

「環境保全型農業直接支払交付金」取組面積 528ha 600ha 

環境基準達成率 100％ 100％ 

 

 

 

 

目標２-３ ＳＤＧｓの実現などの持続可能なまちづくり 
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基本目標３ 魅力が感じられるまちをつくる 

強い経済と豊かな生活環境を基盤として、若者や女性をはじめ多様な人々が自らの生き方や働き方を

選択できる地域づくりを進めるとともに、魅力ある仕事や学びの機会の創出、意識や慣行の見直し、地域

への理解と愛着の醸成を通じて、人や企業から「住みたい・関わりたい」と選ばれるまちをつくります。 

 

 

 

女性、高齢者、障がい者や外国籍の人等、誰もが活躍できる地域社会の実現に向け、交流の拠点づくり

や市民・自治会・事業者・大学・行政のネットワークづくりに取り組みます。誰もが役割と生きがいを感

じながらともに生きる「地域共生社会」の実現に向け、多様な主体と連携しながら取組を進めます。 

 

総合計画（基本計画）での位置付け 

施策 取組方針 

1-5 ② 男女共同参画の推進 

1-5 ③ 多文化共生の推進 

2-2 ① 健康づくり活動と社会参加の促進 

 

 

 

地域特性や市民ニーズに合わせた計画的な土地利用の推進と、良好な住宅・住環境の整備により、市外

からの移住・定着を促進します。また、空き家・空き地の利活用を促進し、土地の有効活用を図ります。 

 

総合計画（基本計画）での位置付け 

施策 取組方針 

4-1 ④ 未利用地の利活用促進 

 

 

 

 三上山や琵琶湖等の豊かな自然や、社寺や史跡等の豊富な地域資源の魅力を発信し、また、新たな観光

資源の掘り起こしを進めることで、観光客数の増加と野洲市に関わりを持つ関係人口の増加を図ります。 

 

総合計画（基本計画）での位置付け 

施策 取組方針 

3-3 ① 観光情報の収集・発信の充実 

3-3 ② 観光資源の磨き上げと環境整備 

3-3 ③ 観光振興のあり方の検討と地域資源の活用促進 

 

目標３-１ 誰もが活躍できる社会の推進 

目標３-２ 移住・定着の推進 

目標３-３ 新しいつながりの創出 
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【重要業績評価指標（ＫＰＩ）】 

指標名 基準値（R6） 目標値（R12） 

審議会委員等の女性比率 36.2％ 40.0％ 

おたがいさまサロンの数・実施回数 
81 サロン 

932 回 

100 サロン 

1,300 回 

ＪＲ野洲駅乗降客数 27,190 人 31,000 人 

観光入込客数 2,400,357 人 2,640,400 人 

観光 PR 動画再生（累計） 2,142 回 6,700 回 

 

 

 


